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監理ポストへの割当理由の追加に関するお知らせ 

 
株式会社ライブドアは、東京証券取引所より、平成 18 年 1 月 23 日付をもって当社株式

を監理ポストに割当てるとの通知を受けておりましたが、本日、監理ポストへの割当理由

を追加するとの通知を下記のとおり受けましたので、お知らせいたします。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記

監理ポスト割当理由の追加  （（株）ライブドア）    

下記のとおり、平成１８年２月２２日から監理ポストへの割当理由を追加することとしましたので、御通

知します。 

１．＜銘  柄＞  

株式会社ライブドア 株式（コード４７５３、マザーズ） 

２．＜追加する監理ポスト割当理由＞ 

    監理ポスト及び整理ポストに関する規則第７条第１号ａ（ｊ）（「虚偽記載」）に該当のため 

    ※上場会社が株券上場廃止基準第２条第１項第１１号 a 前段（同基準第２条の２第１項第５号の規定

による場合）に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合 

３．＜追 加 日＞ 

平成１８年２月２２日（水） 

    （注） 上記銘柄については、同社の元代表取締役等４名が、証券取引法違反（偽計取引及び風説の

流布）の容疑で逮捕された１月２３日（月）から、株券上場廃止基準第２条第１項第１７号（同基準

第２条の２第１項第５号の規定による。公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止

を適当と認めた場合）に該当するおそれがあると認め、監理ポストに割り当てている。 こうした中、

本日、上記４名及び同社の前代表取締役が証券取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）の容疑で逮

捕され、同社について「虚偽記載」に該当する相当の事由があると認められる状況にあると考えられ

ることから、同社株式につき、本日より監理ポスト割当理由を追加し、投資者の注意を喚起するもの

である。 

  
以上 


